
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
三
月
中
央
区
条
例
第
三
号
） 

 

新 

旧 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
の
制
限
） 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
の
制
限
） 

第
九
条
の
二 

（
略
） 

第
九
条
の
二 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手

方
又
は
二
親
等
以
内
の
親
族
（
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
親

族
を
含
む
。
以
下
「
配
偶
者
等
」
と
い
う
。
）
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢

に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」

と
い
う
。
）
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
民
法
（
明
治

二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組

の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事

審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当

該
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条

の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い

る
児
童
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
区
規
則
で
定
め
る
者
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
、
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
条
の
四
第
一

項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
（
届

出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
（
双
方
又
は
い
ず
れ
か
一
方

が
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
り
、
互
い
を
人
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、

２ 

前
項
の
規
定
は
、
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手

方
又
は
二
親
等
以
内
の
親
族
（
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
親

族
を
含
む 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

。
）
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢

に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」

と
い
う
。
）
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
民
法
（
明
治

二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組

の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事

審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当

該
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条

の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い

る
児
童
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
区
規
則
で
定
め
る
者
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
、
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
条
の
四
第
一

項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
（
届

出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
（
双
方
又
は
い
ず
れ
か
一
方

が
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
り
、
互
い
を
人
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
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新 

旧 
相
互
の
人
権
を
尊
重
し
、
日
常
の
生
活
に
お
い
て
継
続
的
に
協
力
し
合
う

こ
と
を
約
し
た
二
者
間
の
関
係
そ
の
他
の
婚
姻
関
係
に
相
当
す
る
と
任
命

権
者
が
認
め
る
二
者
間
の
関
係
を
い
う
。
）
の
相
手
方
（
以
下
「
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
と
い
う
。
）
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の

が
、
深
夜
（
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
て
区
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を

除
く
。
）
が
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
、
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員

が
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

相
互
の
人
権
を
尊
重
し
、
日
常
の
生
活
に
お
い
て
継
続
的
に
協
力
し
合
う

こ
と
を
約
し
た
二
者
間
の
関
係
そ
の
他
の
婚
姻
関
係
に
相
当
す
る
と
任
命

権
者
が
認
め
る
二
者
間
の
関
係
を
い
う
。
）
の
相
手
方
（
以
下
「
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
と
い
う
。
）
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の

が
、
深
夜
（
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
て
区
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を

除
く
。
）
が
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
、
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員

が
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

（
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
育
児
又
は
要
介
護
者
の
介

護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
制
限
） 

（
三
歳
に
満
た
な
い 

 
 
 
 
 
 

 

子
の
育
児
又
は
要
介
護
者
の
介

護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
制
限
） 

第
九
条
の
三 

任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の

あ
る
職
員
が
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
職
務
に

支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
超
過
勤
務
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
の
必

要
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
九
条
の
三 

任
命
権
者
は
、
三
歳
に
満
た
な
い 

 
 
 
 
 
 

 

子
の

あ
る
職
員
が
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
職
務
に

支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
超
過
勤
務
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
の
必

要
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の

子
の
あ
る
職
員
が
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
、
「
要
介
護
者
の
あ
る

職
員
が
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
三
歳
に
満
た
な
い 

 
 
 
 
 
 
 

 

子
の
あ
る
職
員
が
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
、
「
要
介
護
者
の
あ
る

職
員
が
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま

で
の
子
の
育
児
又
は
要
介
護
者
の
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
制
限

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
区
規
則
で
定
め

３ 

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
三
歳
に
満
た
な
い 

 
 

 
 
 

 
 

子
の
育
児
又
は
要
介
護
者
の
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
制
限

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
区
規
則
で
定
め
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新 

旧 
る
。 

る
。 

 

（
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
育
児
又
は
要
介
護
者
の
介

護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
制
限
） 

第
九
条
の
四 

（
略
） 

第
九
条
の
四 

（
略
） 

（
特
別
休
暇
） 

（
特
別
休
暇
） 

第
十
五
条 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
選
挙
権
の
行
使
、
結
婚
、
出
産
そ
の
他

の
特
別
の
事
由
に
よ
り
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
場
合
に
お
け

る
休
暇
（
以
下
「
特
別
休
暇
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
休
暇
を
承
認
す
る
も
の
と

す
る
。 

第
十
五
条 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
選
挙
権
の
行
使
、
結
婚
、
出
産
そ
の
他

の
特
別
の
事
由
に
よ
り
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
場
合
に
お
け

る
休
暇
（
以
下
「
特
別
休
暇
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
休
暇
を
承
認
す
る
も
の
と

す
る
。 

一 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
及
び
地
方
公
務
員
の
育
児

休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
に
任
用

さ
れ
た
職
員
（
常
時
勤
務
を
要
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

公
民
権
行
使

等
休
暇
、
出
生
サ
ポ
ー
ト
休
暇
、
妊
娠
出
産
休
暇
、
妊
娠
症
状
対
応
休

暇
、
母
子
保
健
健
診
休
暇
、
妊
婦
通
勤
時
間
、
育
児
時
間
、
出
産
支
援

休
暇
、
育
児
参
加
休
暇
、
生
理
休
暇
、
慶
弔
休
暇
、
災
害
休
暇
、
夏
季

休
暇
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
、
子
の
看
護
等
の
た
め
の
休
暇
及
び
短
期

の
介
護
休
暇 

一 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
及
び
地
方
公
務
員
の
育
児

休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
に
任
用

さ
れ
た
職
員
（
常
時
勤
務
を
要
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

公
民
権
行
使

等
休
暇
、
出
生
サ
ポ
ー
ト
休
暇
、
妊
娠
出
産
休
暇
、
妊
娠
症
状
対
応
休

暇
、
母
子
保
健
健
診
休
暇
、
妊
婦
通
勤
時
間
、
育
児
時
間
、
出
産
支
援

休
暇
、
育
児
参
加
休
暇
、
生
理
休
暇
、
慶
弔
休
暇
、
災
害
休
暇
、
夏
季

休
暇
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
、
子
の
看
護
の
た
め
の
休
暇 

及
び
短
期

の
介
護
休
暇 

二 

前
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員 

公
民
権
行
使
等
休
暇
、
出
生
サ

ポ
ー
ト
休
暇
、
妊
娠
出
産
休
暇
、
妊
娠
症
状
対
応
休
暇
、
母
子
保
健
健

診
休
暇
、
妊
婦
通
勤
時
間
、
育
児
時
間
、
出
産
支
援
休
暇
、
育
児
参
加

休
暇
、
生
理
休
暇
、
慶
弔
休
暇
、
災
害
休
暇
、
夏
季
休
暇
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
休
暇
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
休
暇
、
子
の
看
護
等
の
た
め
の
休
暇
及
び

短
期
の
介
護
休
暇 

二 

前
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員 

公
民
権
行
使
等
休
暇
、
出
生
サ

ポ
ー
ト
休
暇
、
妊
娠
出
産
休
暇
、
妊
娠
症
状
対
応
休
暇
、
母
子
保
健
健

診
休
暇
、
妊
婦
通
勤
時
間
、
育
児
時
間
、
出
産
支
援
休
暇
、
育
児
参
加

休
暇
、
生
理
休
暇
、
慶
弔
休
暇
、
災
害
休
暇
、
夏
季
休
暇
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
休
暇
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
休
暇
、
子
の
看
護
の
た
め
の
休
暇 

及
び

短
期
の
介
護
休
暇 
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旧 
２ 
（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
職
員
に
対
す
る
意
向

確
認
等
） 

 

第
十
六
条
の
四 
任
命
権
者
は
、
職
員
が
配
偶
者
等
が
当
該
職
員
の
介
護
を

必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対

し
て
、
仕
事
と
介
護
と
の
両
立
に
資
す
る
も
の
と
し
て
区
規
則
で
定
め
る

制
度
又
は
措
置
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
介
護
両
立
支
援
制

度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
区
規
則
で
定
め
る
事
項
を
知
ら
せ
る
と
と

も
に
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
、
申
告
又
は
申
請
（
次
条
に
お
い

て
「
請
求
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め

の
面
談
そ
の
他
の
区
規
則
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

任
命
権
者
は
、
職
員
に
対
し
て
、
当
該
職
員
が
四
十
歳
に
達
し
た
日
の

属
す
る
年
度
（
四
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
）

に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
） 

 

第
十
六
条
の
五 

任
命
権
者
は
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
が
円
滑

に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

一 

職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
研
修
の
実
施 

 

二 

介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
の
ほ
か
、
区
規
則
で
定
め
る
介
護
両
立
支
援

制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置 

 

附 

則 
 

 

（
施
行
期
日
） 
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新 

旧 
１ 
こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項

の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
施
行
前
の
準
備
） 

 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
中
央
区
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇

等
に
関
す
る
条
例
第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
超
過
勤
務
の
制
限

に
係
る
請
求
（
三
歳
か
ら
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養

育
す
る
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に

お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 
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